
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

法定相続分 宅建 H13-11-3 ≪#600≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａが死亡し、配偶者Ｄ及びその 2 人の子供Ｅ、Ｆで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後、 

認知の訴えの確定により、さらに嫡出でない子Ｇが 1 人いることが判明した。Ｇの法定相続分は

6 分の 1 である。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 正しい 

 

≪ポイント≫ 法定相続分 【★基礎頻出】 

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 

 

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各 2 分の 1 と

する。 

 

四 子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 （民法 900 条 1 号、4 号） 

 

 

≪参考≫ 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権 

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合におい

て、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求

権を有する。 （民法 910 条） 

 

 

 


